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名古屋都市計画及び尾張都市計画下水道の変更（愛知県決定） 

 

名古屋都市計画新川流域下水道を名古屋都市計画及び尾張都市計画新川流域下水道

に名称を改め、次のとおり、「２．排水区域」に尾張都市計画稲沢公共下水道（新川西

部処理区）を追加して、「４．その他の施設」中の新川西部浄化センターの区域を一部

変更する。 

 

 

２．排水区域 

接続する下水道 備   考 

名古屋都市計画清須公共下水道  

名古屋都市計画北名古屋公共下水道  

名古屋都市計画豊山公共下水道  

尾張都市計画稲沢公共下水道(新川西部処理区)  

 

 

４．その他の施設 

内   訳 位   置 備  考 

新川東部浄化センター 
北名古屋市二子松江、九之坪五反地及び九之坪鴨

田地内 
 

新川西部浄化センター 
清須市西枇杷島町亥新田、西枇杷島町芳野二丁目、

西枇杷島町芳野三丁目及び西枇杷島町六拾軒地内
 

「区域は計画図表示のとおり」 
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理     由 

 

新川流域下水道の内、北名古屋市と豊山町の 1市 1町を対象とした新川東部処理区は、

平成 12年度より事業着手し、また、清須市と北名古屋市を対象とした新川西部処理区は、

平成 17 年度より事業着手した。 

その後、新川東部処理区では平成 20 年 3 月に一部区域の供用を開始し、新川西部処理

区においても平成 25 年 3月に一部区域の供用を開始し、引き続き下水道整備を進めてい

る。 

日光川上流流域下水道の排水区域である稲沢市の公共下水道の内、鉄道に分断された

区域の一部については、隣接する新川流域下水道の排水区域とすることで効率的な整備

が図れるため、今回、新川流域下水道の排水区域に追加する。これに伴い、名古屋都市

計画新川流域下水道は名古屋都市計画及び尾張都市計画新川流域下水道に名称を改める。 

また、新川西部浄化センターについて、道路及び公共施設との計画の整合を図るため、

区域の一部を変更する。 
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